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　建て替えや解体を検討している方に、弁護士・建築士・司法書士等
の専門家を無料で派遣します（年度内５回まで）。

専門家を派遣

　老朽建築物を除却し、民間賃貸住宅に転居する方に、引っ越し費用
や礼金・仲介手数料、家賃（３か月分）を助成します。仮住まいは使
用できません。

住み替え助成〈不燃化特区のみ〉

荒川都税事務所
☎（３８０２）８１１１

問合せ　建て替えをした住宅や、防災上、危険な老
朽住宅を取り壊した後のさら地で、要件を満
たす場合に税額を減免する制度があります。
申請方法等の詳細は、お問い合わせください。

固定資産税・都市計画税を減免〈不燃化特区のみ〉

不燃化集中促進事業対象地区

不燃化特区

　局所的に存在している、延焼の危険性が高い区域
「不燃化集中促進事業対象地区」（右地図）内にお
いて、老朽建築物を建て替え・解体する際に助成金
等の支援を行っています。
　詳細は、荒川区ホームページ（右の二次元コー
ド）をご覧ください。

対象地域 地図内不燃化集中促進事業不燃化集中促進事業

対象地域 地図内不燃化特区不燃化特区
　震災等で大きな被害が想定される木造住宅密集地域のうち、特
に改善が必要な地域を「不燃化特区」（右地図）として指定され
ています。
　区では、「不燃化特区」内の老朽化した建物を建て
替え・解体する際に助成金等の支援を行っています。
　詳細は、荒川区ホームページ（右の二次元コー
ド）をご覧ください。

老朽建築物の解体助成
　解体工事費を助成します。

　アスベスト除去費の加算します。
※不燃化特区のみ令和８年度より拡充

　昭和56年５月31日以前に建築された１年以上空き家となっている建
物で、区の現場調査等により倒壊等の危険性があると診断された場合
に、解体工事費の一部を助成します。

老朽空き家の解体助成

の支援制度空 き 家 対 策

住まい街づくり課防災街づくり係
☎（３８０２）４３２４申込み・問合せ

　老朽化した空き家は、大規模地震による倒壊や火災の発生、延焼につ
ながるだけでなく、近隣の方に危害を加える恐れがあります。空き家を
所有している方、住まいの今後を考えている方は、ぜひ、ご相談ください。
　詳細は、荒川区ホームページ（右の二次元コード）をご
覧ください。

　空き家を活用して、地域交
流の活性化等、地域に貢献す
る事業を行うための改修工事
費を助成します。

空き家の利活用を支援
　空き家等の適切な管理の促進を図るた
め、空き家問題に関するお悩みに、弁護
士・司法書士・行政書士等の専門家を無
料で派遣します。

専門家を派遣令和８年度より拡充

令和
12年度
まで

指定があるもの以外は、住まい街づくり課防災街づくり係　☎（３８０２）４３２４問合せ

支援制度の不燃化集中促進事業不燃化特区・

　解体工事費、設計費、工事監理費、建築工事費（不燃化特区のみ）
を助成します。

老朽木造建築物の建て替え助成

　高齢者（70歳以上を含む）世帯と子世
帯等の者が同居するために行われる住宅の
建て替えにおいて、200万円を加算して助
成します。　※不燃化特区のみ

令和８年度より拡充

建
て
替
え
前

建
て
替
え
後
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各種制度には、対象・条件等があります。
必ず事前にお問い合わせください。

　区では、老朽化した建物の建て替えや解体
をする際等の助成・支援制度を充実させてい
ます。ぜひ、ご活用ください。

　老朽住宅を耐火性の高い住宅に建て替え等をする際に必要な資金の融資を
あっせんし、利子の一部を補給します。

住宅資金の融資をあっせん

住まい街づくり課住宅係　☎（３８０２）４４５４問合せ

　強い揺れを感知したときに、自動的に電気を止めて電気火災を防ぐ「感
震ブレーカー」と、「家具類の転倒・落下・移動防止対策器具」の設置工事
費・器具購入費を助成します。

家庭の震災対策を支援

危機管理課防災事業係　☎内線４１８問合せ

　災害時の避難が円滑に行えるよう、道幅が４ｍ未満の道路の拡幅に協力し
た場合に、後退用地等における障害物除却や整地の費用を助成します。ま
た、私道では、拡幅整備で電柱を移設する場合の費用も助成します。

狭い道路の拡幅を支援

建築指導課細街路整備係　☎（３８０２）４３８４問合せ

その他の取り組みその他の取り組み

住まい街づくり課住宅係　☎（３８０２）４４５４問合せ

　大規模地震による建物の倒壊から生命と財産を守
るため、建物の耐震化を進めましょう。
　詳細は、荒川区ホームページ（右の二次元コー
ド）をご覧ください。

　平成12年６月以前に建築された木造の戸建住宅等や、昭和56
年６月以前に建築された非木造の戸建住宅等に対して、耐震診断
や耐震補強等の耐震化にかかる費用を補助しています。
　木造住宅において高齢者（70歳以上）世帯に向け実施してい
る補助額の加算措置を、障がい者や要介護・要支援認定者を含む
世帯にも適用します。

住宅等の耐震化を支援

　道路等に面する危険なブロック塀等（高さが1.2m超え）の撤
去費用を助成します。

ブロック塀等の撤去を支援

　平成12年６月以前に建築された木造の戸建住宅等に対して、
震災時に安全な空間を確保できる防災ベッドや、１室を耐震化で
きる耐震シェルターの設置費用を助成します。

防災ベッド等の設置を支援

緊急輸送道路沿道建物の耐震化を支援
　「緊急輸送道路沿道建物」について、耐震改修工
事等の耐震化にかかる費用の一部を助成します。令
和８年度より補助額等を拡充しました。
  詳細は、荒川区ホームページ（右の二次元コー
ド）をご覧ください。

の支援制度耐 震 化

　管理組合の取り組みを支援するコンサルタントを派遣します
（１管理組合につき６回まで）。また、新たに「防災」に関する
相談枠を設け、１管理組合につき年度３回までの利用を可能と
し、マニュアル策定や訓練、備えるべき資器材・工事等につい
て、気軽に相談できる体制を整備します。

分譲マンション管理組合に専門家を派遣

　昭和56年６月以前に建築された分譲マンションを耐震化する
ための工法・概算工事費等について相談できる、耐震アドバイザ
ーを無料で派遣します。

耐震アドバイザーを派遣

● 在宅避難ができるよう、分譲マンション管理組合に対して、防
災対策工事や防災資器材配備、共同備蓄品購入の費用を助成し
ます。
● マンション管理士が防災士の資格を取得するための費用を一部
助成します。

分譲マンションの防災対策を支援

住まい街づくり課住宅係　☎（３８０２）４４５４問合せ

　大規模地震が発生すると、マンション特有の被害を受ける可能
性があります。発災後も住み慣れた環境で生活を続ける「在宅避
難」を行うために、普段から自助・共助の備えをし
ましょう。
　詳細は、荒川区ホームページ（右の二次元コー
ド）をご覧ください。

支援制度
のマ ン シ ョ ン 防 災 対 策
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